
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

二

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道
路
保
全
課
）

�
平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号
（
道
路
の
供
用
開
始
）
の
一
部
訂
正

（

〃

）

三

公

告

�
指
定
管
理
者
の
募
集

（
観
光
振
興
課
）

�
指
定
管
理
者
の
募
集

（
に
ぎ
わ
い
創
出
課
）

四

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
三
件
）

（
土
地
改
良
課
）

五

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可
（
三
件
）

（

〃

）

六

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

（

〃

）

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第８７号

平 成１７年

１１月４日（金曜日）

告

示

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

英
知
出
版
�

〃〃

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

〃〃

�
サ
ン
出
版

〃

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ〃

若
生
出
版
�

〃

�
実
業
之
日

本
社

�
白
石
書
店

雑
誌
コ
ー
ド

１７６４５
－
１０

０５４６４
－
１１

０２８０１
－
１１

１８０１２
－
１１

１５４３１
－
１１

０８１６９
－
１１

０６７７８
－
１１

０３８０１
－
１１

１６６３９
－
１１

１４００３
－
１１

０６７０３
－
１１

１７４７１
－
１１

２０８３９－１１
／１２

０１９３５
－
１１

図
書

名

B
ejean

１０
月
号
（
Vol．１４４

）

Suppin
EVO

LU
TIO
N
D
VD

す
ッ
ぴ
ん
１１
月
号
増
刊（
Vol．５

）

K
issui

１１
月
号
（
VO
L．２４

）

@
B
U
N
TA
D
X

B
REAK

M
AX１１

月
号
増
刊

（
VO
L．０９

）

ス
ー
パ
ー
写
真
塾

１１
月
号
（
通
巻
第
３０５
号
）

ホ
イ
ッ
プ

１１
月
号
（
N
o．７０

）

N
am
per妹

D
O
N
'T１１
月
号
増
刊

com
ic
Am
our
１１
月
号
（
N
o．１９１

）

D
O
PE
１１
月
号
（
SU
PREM

E－
０７１
）

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
ZIN
E

１１
月
号
（
N
U
M
B
ER－

２５８
）

月
刊
TO
PTEN

M
ATE

１１
月
号
（
N
O
．１７６
）

パ
シ
ャ
！

１１
月
号
（
N
o．１０

）

coｍ
ic
キ
ャ
ン
ド
ー
ル

週
刊
漫
画
サ
ン
デ
ー

１１
月
１２
日
増
刊
号
（
VO
L．２２

）

N
P！

１１
月
号
（
通
巻
８
号
）

種
別

雑
誌〃

コ
ミ
ッ

ク
誌

雑
誌〃〃〃

コ
ミ
ッ

ク
誌

雑
誌〃〃

コ
ミ
ッ

ク
誌〃雑
誌

指
定

年
月
日

平成十七年十月二十八日

指
定

番
号

１８３

１８４

１８５

１８６

１８７

１８８

１８９

１９０

１９１

１９２

１９３

１９４

１９５

１９６

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

（
第
九
二
八
四
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
か
ら
同
月
二

十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

善
通
寺
府
中
線
（
十
八
号
）

三

道
路
の
区
域

�
セ
ブ
ン
新

社�
竹
書
房

�
バ
ウ
ハ
ウ

ス�
ハ
ロ
ー
ケ

イ
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト

�
双
葉
社

�
マ
ガ
ジ
ン

・
マ
ガ
ジ
ン

ワ
イ
レ
ア
出

版
�

�
東
京
三
世

社

０９６６３
－
１１

０７６５３
－
１１

０４１１７
－
１１

１４０７８
－
１０

０８５９７
－
１１

１１８０３
－
１１

０３２９９
－
１１

０２１８９
－
１１

LAD
Y'S
C
O
M
IC

微
熱

１１
月
号
（
第
１０
巻
第
１１
号
）

月
刊
ビ
タ
マ
ン

１１
月
号
（
通
巻
１３９
号
）

That's
D
AN１１
月
号
（
Ｖ
ol．７４

）

Q
yun!
ザ
・
ベ
ス
ト
マ
ガ
ジ
ン
ス
ペ
シ
ャ
ル

１０
月
号
増
刊
（
vol．０２６

）

M
en's

YO
U
N
G

１１
月
号
（
通
巻
１３６
号
）

ウ
ォ
ー
Ｂ
組１１
月
号
（
通
巻
４３
号
）

月
刊
Ｃ
reaｍ１１

月
号
（
Ｎ
o．１６０

）

オ
レ
ン
ジ
通
信１１月
号
（
Ｎ
o．２８６

）

コ
ミ
ッ

ク
誌

雑
誌〃

コ
ミッ
ク
誌〃雑
誌〃

情
報
誌

１９７

１９８

１９９

２００

２０１

２０２

２０３

２０４指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
七
、
一
〇
、
一

医
療
法
人
社
団
協
志
会

宇
多
津
浜
ク
リ
ニ
ッ
ク

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
五
番
丁
六
六
番
地
一

廃

止

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
七
、
九
、
六

永
松
医
院

小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦
二
〇
一
二
番
地
一

平
成
一
七
、
九
、
三
〇

宇
多
津
浜
ク
リ
ニ
ッ
ク

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
五
番
丁
六
六
番
地
一

平
成
一
七
、
九
、
一
二

秋
山
薬
局

坂
出
市
林
田
町
六
五
五
番
地
五

平
成
一
七
、
八
、
三
一

ス
タ
ー
薬
局
植
田
店

観
音
寺
市
植
田
町
一
〇
〇
八
番
地
一

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
字
額
三
八
三
九
番
六
地
先

か
ら

坂
出
市
府
中
町
字
額
谷
三
三
〇
六
番
一
地
先
ま
で

一
五
・
八

〜
二
八
・
一

三
四
五

平
成
十
年
香

川
県
告
示
第

八
百
四
号
及

び
平
成
十
一

年
香
川
県
告

示
第
三
百
五

十
一
号
で
変

更
し
た
区
域

の
一
部

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

（
第
九
二
八
四
号
）

二



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号

平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号
（
道
路
の
供
用
開
始
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

二
中
「
（

三
十
号

）
」
を
「
（

百
八
十
号

）
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
百
十
六
号

香
川
県
野
営
場
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
香
川
県
条
例
第
二
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理

者
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

対
象
施
設

１

名
称

女
木
島
野
営
場
（
以
下
「
野
営
場
」
と
い
う
。
）

２

所
在
地

香
川
県
高
松
市
女
木
町
字
中
戸
一
○
九
八
―
一
他

二

管
理
の
基
準

１

関
係
法
令
及
び
条
例
等
を
遵
守
し
、
適
正
に
野
営
場
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

２

施
設
設
備
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

３

業
務
を
一
括
し
て
第
三
者
へ
委
託
し
な
い
こ
と
。

４

業
務
に
関
連
し
て
取
得
し
た
個
人
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

５

業
務
に
関
連
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
守
る
こ
と
。

６

業
務
に
関
し
て
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

７

文
書
の
管
理
・
保
存
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三

業
務
の
内
容

１

野
営
場
の
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

２

野
営
場
の
施
設
の
運
営
に
関
す
る
業
務

３

そ
の
他
野
営
場
の
管
理
運
営
に
必
要
な
業
務

四

指
定
予
定
期
間

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
五
年
間
）

五

申
請
資
格
等

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
募
集
要
項
に
記
載
し
た
申
請
資
格
及
び
申
請
条
件
を
満

た
す
こ
と
と
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
七
の
１
で
配
布
す
る
募
集
要
項
を
参
照
す
る
こ
と
。

六

申
請
方
法

１

提
出
書
類

指
定
申
請
書
、
事
業
計
画
書
そ
の
他
の
募
集
要
項
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
七
の
１
で
配
布
す
る
募
集
要
項
を
参
照
す
る
こ
と
。

２

申
請
書
類
の
受
付
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時
必
着
と
す
る
。

３

提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号

七
六
〇
―
八
五
七
〇

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
観
光
交

流
局
観
光
振
興
課
（
県
庁
本
館
十
五
階
）

総
務
・
施
設
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号

○
八
七
―
八
三

二
―
三
三
五
九

七

そ
の
他

１

募
集
要
項
の
配
布
等

六
の
３
の
場
所
で
、
平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
十
六
日
（
金
曜
日
）

ま
で
（
香
川
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
配
布
す
る
。

な
お
、
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
六
の
３
の
場
所
あ
て
に
十
二
月
九
日
（
金
曜
日
）
午
後
五

時
必
着
で
、
表
に
「
女
木
島
野
営
場
指
定
管
理
者
募
集
要
項
請
求
」
と
朱
書
き
し
、
返
信
用
封
筒
（
定

形
外
角
型
二
号
Ａ
四
判
用
、
あ
て
先
明
記
、
切
手
百
二
十
円
貼
付
）
を
同
封
の
上
、
請
求
す
る
こ
と
。

ま
た
、
香
川
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

://w
w
w
.pref.kagaw

a.jp/jinji/shitei/

）
か
ら
も
入
手
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

現
地
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

（
第
九
二
八
四
号
）

三



平
成
十
七
年
十
一
月
十
七
日
（
木
曜
日
）

午
前
十
時
三
十
分

高
松
市
鬼
ヶ
島
お
に
の
館

３

指
定
管
理
者
の
指
定
方
法

申
請
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
事
業
計
画
書
等
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
に
よ
る
一
次
審
査

（
書
類
）
及
び
二
次
審
査
（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
を
実
施
し
、
指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定

し
た
後
、
香
川
県
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定
す
る
。

４

そ
の
他

詳
細
は
、
募
集
要
項
に
よ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
百
十
七
号

香
川
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
二
十
号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

対
象
施
設

１

名
称

坂
出
緩
衝
緑
地
（
番
の
州
球
場
を
除
く
。
以
下
「
緩
衝
緑
地
」
と
い
う
。
）

２

所
在
地

香
川
県
坂
出
市
番
の
州
公
園
、
西
大
浜
北
、
築
港
町
及
び
久
米
町

二

管
理
の
基
準

１

関
係
法
令
及
び
条
例
等
を
遵
守
し
、
適
正
に
緩
衝
緑
地
の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
。

２

施
設
設
備
及
び
物
品
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

３

業
務
を
一
括
し
て
第
三
者
へ
委
託
し
な
い
こ
と
。

４

業
務
に
関
連
し
て
取
得
し
た
個
人
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

５

業
務
に
関
連
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
守
る
こ
と
。

６

業
務
に
関
し
て
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

７

文
書
の
管
理
・
保
存
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三

業
務
の
内
容

１

施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

２

施
設
の
運
営
に
関
す
る
業
務

３

そ
の
他
緩
衝
緑
地
の
管
理
運
営
に
必
要
な
業
務

四

指
定
予
定
期
間

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
三
年
間
）

五

申
請
資
格
等

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
募
集
要
項
に
記
載
し
た
申
請
資
格
及
び
申
請
条
件
を
満

た
す
こ
と
と
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
七
の
１
で
配
布
す
る
募
集
要
項
を
参
照
す
る
こ
と
。

六

申
請
方
法

１

提
出
書
類

指
定
申
請
書
、
事
業
計
画
書
そ
の
他
の
募
集
要
項
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
七
の
１
で
配
布
す
る
募
集
要
項
を
参
照
す
る
こ
と
。

２

申
請
書
類
の
受
付
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
十
五
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

な
お
、
郵
送
等
の
場
合
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時
必
着
と
す
る
。

３

提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号

七
六
〇
―
八
五
七
〇

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
観
光
交
流
局
に
ぎ
わ
い
創
出
課

に
ぎ
わ
い
づ
く
り
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号

〇
八
七
―
八
三
二
―
三
一
二
三

七

そ
の
他

１

募
集
要
項
の
配
布
等

六
の
３
の
場
所
で
、
平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
十
六
日
（
金
曜
日
）

ま
で
（
香
川
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
配
布
す
る
。
ま
た
、
香
川
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

://w
w
w
.pref.kagaw

a.jp/jinji/shitei/

）
か
ら
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

現
地
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
十
一
月
十
四
日
（
月
曜
日
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

香
川
県
坂
出
市
久
米
町
一
丁
目
十
八
番
二
十
号

香
川
県
中
讃
県
税
事
務
所

会
議
室

３

指
定
管
理
者
の
指
定
方
法

申
請
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
事
業
計
画
書
等
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
に
よ
る
一
次
審
査

（
書
類
）
及
び
二
次
審
査
（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
を
実
施
し
、
指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

（
第
九
二
八
四
号
）

四



し
た
後
、
香
川
県
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定
す
る
。

４

そ
の
他

詳
細
は
、
募
集
要
項
に
よ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
百
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
月
十
八
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
岡
の

上
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
香
川
町
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
二
号

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

高
松
市
西
植
田
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
末
次
上
池
地
区

高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
原
南
地
区

〃

〃

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
西
神
内
東
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

高
松
市
古
高
松
土
地

改
良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
谷
地
区

高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
課

高
松
市
川
島
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
天
神
地
区

〃

高
松
市
西
植
田
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
籠
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
南
原
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

蛙
子
池
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
床
畑
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
上
苗
手
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

（
第
九
二
八
四
号
）

五



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
川
添
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改

良
事
業
久
保
田
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
牛
池
地
区
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良

事
業
下
牛
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺

市
一
ノ
谷
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

白
川

精

観
音
寺
市
中
田
井
町
三
八
八
番
地
三

平
成
一
七
、
一
〇
、
二

〃

礒
野
紀
美
夫

〃

古
川
町
六
三
九
番
地
一

〃

〃

宮
武

清
次

〃

〃

四
六
〇
番
地
一

〃

〃

�

武
久

〃

本
大
町
一
〇
二
一
番
地
一

〃

〃

荻
田

茂
正

〃

〃

一
二
五
六
番
地

〃

〃

中
野

節
男

〃

吉
岡
町
四
九
六
番
地

〃

〃

好
川
嘉
壽
重

〃

植
田
町
五
八
六
番
地

〃

〃

細
川

義
記

〃

流
岡
町
七
三
九
番
地

〃

〃

岡
田

恭
明

〃

村
黒
町
三
五
〇
番
地

〃

〃

矢
野

幸
治

〃

観
音
寺
町
甲
八
二
四
番
地
一

〃

〃

藤
原

邦
男

〃

〃

甲
五
四
三
番
地
二

〃

監

事

香
川

尚
武

〃

中
田
井
町
一
三
一
番
地
一

〃

〃

藤
田

義
美

〃

吉
岡
町
八
五
〇
番
地

〃

〃

小
西

�
市

〃

流
岡
町
二
二
一
番
地

〃

〃

田
淵

稔

〃

観
音
寺
町
甲
九
五
二
番
地

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

白
川

精

観
音
寺
市
中
田
井
町
三
八
八
番
地
三

平
成
一
七
、
一
〇
、
三

〃

石
川

始

〃

〃

一
五
二
地
一

〃

〃

宮
武

清
次

〃

古
川
町
四
六
〇
番
地
一

〃

〃

宮
武

信
雄

〃

本
大
町
一
〇
一
七
番
地

〃

〃

中
野

節
男

〃

吉
岡
町
四
九
六
番
地

〃

〃

中
野

恒

〃

〃

一
五
三
番
地

〃

〃

細
川

義
記

〃

流
岡
町
七
三
九
番
地

〃

〃

好
川
嘉
壽
重

〃

植
田
町
五
八
六
番
地

〃

〃

篠
原
耕
太
郎

〃

村
黒
町
三
〇
五
番
地
一

〃

〃

矢
野

幸
治

〃

天
神
町
二
丁
目
一
一
番
一
二
号

〃

〃

藤
原

邦
男

〃

茂
木
町
五
丁
目
八
番
四
号

〃

監

事

宮
武

俊
雄

〃

古
川
町
三
二
五
番
地
一

〃

〃

合
田

利
光

〃

本
大
町
一
四
五
九
番
地

〃

〃

大
西

智
昭

〃

流
岡
町
二
二
二
番
地

〃

〃

田
淵

稔

〃

天
神
町
一
丁
目
三
番
一
号

〃

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/
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香
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購
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香

川

県
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平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
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第
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二
八
四
号
）
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